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東北地方 ・巣材をはじめ県北部の被災されたすべての皆様にお見舞い申し上げます。お亡くなりになられた皆様のご冥福をお祈り申し上げます。

巣材で被災されている皆様、東日本の各地で避難所におられる皆様、一瞬のうちに津波にさらわれた地域 ・生活 ・家族 ・友人 ・知人……そして

いまだ多くの行方不明の方々がおられます。又、福島の原子力発電所の事故は天災ともその後の対応は 「人災」ともいわれる状況になっています。

次代を担う子ども達の為に 「脱原発」を今こそ声を大にして訴える時ではないかと思います。

県議は3 月17 ・18 日と早速 4 t トラック4 台の物資と共に東北の福島県にとびました。震災翌日から集まったフィリピン医療ボランティアの皆

様からの大量のマスク・歯ブラシをはじめ毛布・衣料、義援金や急を要する粉ミルク・下着・女性用品・紙オムツ等を早く届けたいと思っている矢先、

島田代表の関係する 「信州上田真田救援隊」が被災地へいち早く飛I3 ことを聞き、「信州佐久平救援隊」として合流させてもらいました。

地元の青年僧侶の方々のリー ドで福島県内の4 市に必要な物を直接届けることができました。最後の田村市は第 1原発の近くで4 万人の都市に

8 0 0 0 人以上の避難された方がいて、暖をとるものでも食料でも何でも置いていってほしいとの事でした。皆様の善意ありがとうございました。

開聞閣鰹：目地丁謹 …
：閻圏園藷閣睡轟器3月17 日夜福島県須賀川市体育館前で－　　　　 3月18 日福島県田村市役所－ 市長・副市長より　　 栄村役場にて－ 副村長より被災状況 ・避難状況を
必要な物資を必要な所にl週間以内に直接届ける　　 第1原発の事故による避難状況を聞く　　　　　　　 伺い復興に向けて意見交換をする
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こどもたちの「声」

お母さん達の「思い」

お父さん達の「汗」

歴史と文化を担う

高齢者の「心」を

ノブ∴▲＝＝魅

施工 閣繭捌誘i“編8 接 続 ，ヽ魅

卑一馬一
〇・▼　〇・

㌦一■－」一事、

？e
l

－一一一一／

伸凋噛
県政に反映します。

地壇上の崗繚海曹う施県議

障事高菅や繭胸龍麟絶壁譲飛頓固着煤議

隠地域福祉娃域も捏造‖県議

薦韻書雑煮鼎崖滴瀧謳瀞誘爆議

頭張園蘭㊥
県民目線・現場主義
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三角形（トライアングル）の頂点の「県民」を底辺の

「知事」と「議会」で支え、試行錯誤（トライアル）

しなから信州人の心と生活と自然を守る為にトライする。

週5日制の見直し・中学少人数学級推進

信州の自然と環境を守る

次代を担う人々の生活の保障を

佐久地域の医療の充実に全力を

地域の人々の出会い・絆を結ぶ施策を　－
1

次代につけを残さない

TPPに負けず、農業・林業を守る
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（1）第18号（新年号）　　　　　　　　長　野　県　議　会　だ　よ　り　　　　　　　　　　　2011年（平成23年）
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今年は統一地方選の年。県議選も4月に行われる。

トライアル信州では「県民のいのちと暮らしを守る」という使命のもと、

県民世論とかい離した議会多数派勢力と一線を画し、県民益にかなった県政

実現のため、この4年間全力で活動を続iナてきた。これからもわれわれの

「トライ」に皆さまの力強いご支援をよろしくお願い申し上げます。
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‾県民世論無視の満州ダ広建設縦縞二‾

i阿部知事は、昨年8月の知事選では浅川ダム建設の是非について明言

を避け、「自分自身納得のいく結論を得るため」知事就任後の約2カ月

間、庁内における論点再確認作業を進めてきた。そして11月定例会開会

直後の11月29日、論点再確認の最終報告を受け、その日のうちに浅川ダ

ム建設継続を表明した。

知事選後の県民世論調査では、浅川ダムに対し、工事を中止もしくは

一時中断し再検証を望む回答が6割以上あった。阿部知事は「できる限

りダムによらない治水を」と言いながら、浅川の治水のあり方を根本か

ら問うこともなく、庁内の作業チームでこれまでの経過をただ確認した

のみ。そこから得た結論に、県民は果たして納得するのだろうか。

住I碧への講田富i1億日まと盲果iiたす

11月定例会に提出された事業仕分け関連予算に対し、自民党、創志会、
共産党から異論が続出。総務委員会では2会派からそれぞれ補正予算の

減額を求める修正案が提出されたが、採決の結果、原案可決となった。
反対した議員たちは「信州型と言いながら県外のシンクタンクのカを借
りるのはおかしい」などと難クセとも受け取れる理由を述べていたが、

わが会派では来年度の本格実施に向け専門家から手法を学ぶべきと、事
業仕分け予算に賛成した。
片山総務大臣（元鳥取県知事）も述べているが、お役所は自らが作っ
た制度や仕組みを見直すことは不得手であり、外部の日を入れなければ

行政は変わっていかない。事業仕分けは県政変革のための格好の機会と
捉えるべきだ。

勤勉脚部関配闇朝粥媚胆
11月定例会で、県中期総合計画の見直しに関する一般質問に阿部知事
が「今般の選挙で腰原副知事が当選されれば、現行計画そのままを継続
ということだったと思います」と答弁。これに関し、翌日の一般質問で

知事与党の改革・緑新に所属する議員が「憶測発言で不適切。陳謝し撤
回すべき」と発言。知事は即座に謝罪し、発言を取り消すと答えた。
このやりとりは議事進行上極めて異例だ。本来発言の取り消しについ

ては、議長に申し出、議会運営委員会で必要ありとなれば議会で決定す
るのが通例。議員が本会議で陳謝を求めるのもおかしいし、すぐに応じ
るのも変。知事はどこを向いて仕事をしているのか疑いたくなる。

「葉簾M緬平細田食後」富強責農を農は裏書



県はこれまで、長年浅川の内水氾濫に苦しんできた下流域住民に対し、

ダムで水害がなくなるかのような誤った説明を行ってきた。しかし、今
回県が論点再確認報告書の中で示した昭和58年洪水のシミュレーション

において、ダムを造った場合、浅川と千曲川の合流部付近で1時間半も

浅川から水があふれ出る時間が長くなり、かえって洪水被害がひどくな

ることが明らかになった。「水害をなくしてほしい」という住民の願い

と逆行するダム計画に対し、下流域の皆さんはこれからでも「災害を助
長するダムは要らない」と声をあげるべきだ。

また、論点再確認作業にアドバイザーとして関わった元淀川水系流域

委員会委員長の宮本博司氏は、基本高水流量450tの発生確率を明らかに

すべきと指摘しているが、県はダムの評価に必要なしと強弁している。

「100年に一度の洪水に備えるため」というダムの必要性に関わる問題だ

けに、県の明確な回答を求めたい。

知
事
、
副
知
事
と

各国　」　－　　　　　　　　　　　　　　 ∴　　　′Ii
聾 ＿i‘蔀 藍 一囲 隔

∴∴＼J∴
′ヾ

：●ら　∴

手 ∴山 m ∴‾ ∴」 ∴国 帽 r 「∴∴ 「∴「∴　＼‾／　　十　°：「

、　 ∴ l

　　　e　　Ii

岬

昨年10月に設立された長野県議会満蒙開拓平和記念館建設促進議員連

盟と飯田下伊那地方の県民有志でつくる満蒙開拓平和記念館事業準備会

は、12月9日、県に財政支援などを求める要請書を阿部知事に手渡した。

知事は「今まで県は一歩距離を置いていたが、国への働きかけを一緒に

やっていきたい」と、支援に積極的な姿勢を示した。

準備会は、全国で最も多くの開拓団を送り出した長野県に全国唯一の

「満蒙開拓平和記念館」を建設し

ようと、4年ほど前から活動を始

め、広く県民に寄付や関係資料の

提供を呼びかけている。建設地は

阿智村を予定している。

われわれは戦争の悲惨さを忘れ

ず、平和の尊さを後世にしっかり

と語り継いでいきたい。 満蒙開拓団の当時の写真（準備会提供）
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りんごのわい化栽培について説明を受ける
（須坂市園芸試験場にて）
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高橋まゆみ人形館でまちづくり活性化
（観光議員連盟で飯山市視察）

昨
年
1
2
月
に
行
わ
れ
た

県
内
各
地
か
ら
7
3
2
人

が
応
募
し
、
抽
選
で
選
ば

れ
た
2
7
4
人
が
問
題
に

挑
ん
だ
が
、
予
想
外
の
応

募
の
多
き
に
保
護
者
の
関

心
の
高
さ
が
う
か
が
え
る

し
か
し
、
小
6
の
2
学
期
ま

で
の
学
習
範
囲
で
出
題
さ

れ
た
問
題
を
5
年
生
1
9

6
人
に
解
か
せ
る
意
味
は

ど
こ
に
あ
る
の
か
。
「
難
し

か
っ
た
」
と
子
ど
も
が
言
う

の
は
当
然
で
、
ま
る
で
受
験

準
備
が
必
要
な
「
特
別
な

学
校
」
を
宣
伝
す
る
か
の

よ
う
だ
▼
付
属
中
の
「
特

別
さ
」
を
示
す
点
は
他
に

も
あ
る
。
新
た
に
建
設
さ

れ
る
校
舎
は
木
造
で
あ
り

県
教
委
は
一
貫
校
に
優
秀

な
先
生
を
集
め
る
と
も
言

っ
て
い
る
。
県
産
材
の
活
用

の
た
め
に
は
木
造
校
舎
は

望
ま
し
い
し
、
生
徒
の
学
力

向
上
の
た
め
に
は
優
秀
な

先
生
は
必
要
だ
。
し
か
し

こ
れ
は
付
属
中
に
限
ら
れ

た
話
で
は
な
い
だ
ろ
う
▼

県
内
の
小
中
学
校
の
先
生

の
10
％
以
上
が
非
正
規
採

用
で
あ
り
、
特
別
支
援
学

校
に
い
た
っ
て
は
先
生
が
3

0
0
人
も
不
足
し
て
い
る

ま
た
、
来
年
度
か
ら
や
っ
と

中
1
で
0
0
大
規
模
学
級
の

導
入
が
図
ら
れ
る
よ
う
だ

が
、
そ
の
財
源
の
確
保
も

必
要
だ
。
ま
ず
や
る
べ
き
は

「
特
別
な
学
校
」
を
作
る
こ

と
で
は
な
く
、
不
適
切
な

教
育
環
境
の
改
善
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

目
指
し
塾

通
い
が
急
増
と
の
報
道
も

あ
り
、
受
験
競
争
の
低
年

齢
化
が
心
配
さ
れ
る
▼
そ

の
適
性
検
査
の
「
施
行
」
が

来
年
4
月

県
立
初
の
付

属
中
学
校

が
屋
代
高

校
に
併
設
さ

れ
る
。
入
学

者
選
抜
の
た

め
の
適
性
検

査
突
破
を


